
住宅控除未提出 

【個人事業主の事業承継を促進する制度】 

２０１９年度の税制改正において個人版事業承継税制が創設され

ました。この制度は、事業で使用している宅地や建物などの資産に

対する贈与税・相続税の全額の納税が猶予されるものです。また後

継者の死亡など一定の事由が生じた場合には、猶予されている贈与

税・相続税の納税の全部または一部が免除されます。具体的には青

色申告に係る事業（不動産貸付業などを除く）を行っていた事業者

の後継者が、２０１９年１月１日から２０２８年１２月３１日まで

に贈与や相続などにより特定事業用資産 

を取得した場合に適用されます。特定事 

業用資産とは、先代の事業者が事業に使 

用していた 400 平方メートルまでの宅地 

や床面積が 800 平方メートルまでの建物、 

自動車などの資産で、贈与や相続などが 

発生した年の前年分の事業所得に関する青色申告書の貸借対照表

に計上されていたものです。税金の負担を軽くする事業承継税制は

すでにありますが、従来の制度は法人の自社株に対するものであ

り、個人事業主を優遇する制度ではありませんでした。今回の創設

により個人の事業承継が円滑に進むことが期待されます。ただし、

この制度を活用するためには年齢制限などの条件や、事前に「個人

事業承継計画の提出」「経営承継円滑化法による認定」などが必要

となりますので詳細についてはご相談ください。 
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減価償却とは、取得価額を耐用年数に応じて費用計上して

いく会計処理のことを言います。減価償却の計算方法は、主

に 2 種類あり、定額法は、取得価額を法定耐用年数の期間で

同額ずつ償却する方法です。定率法は、毎年未償却の金額か

ら一定の割合で償却する方法で、初年度は多めに償却するこ

とができます。青色申告をしている者については、取得価額

が 10万円以上 20 万円未満の固定資産は、取得価額の 3分の 1

に相当する金額がその使用開始の年以後 3 年間の各年分にお

いて費用計上でき、取得価額が 10 万円以上 30 万円未満の固

定資産は、取得価額の合計額 300 万円までを使用開始の年に

費用計上できるという特例があります。 



今月の商売のヒント：【シンプルなごちそう】 

優れた経営者の中には、ひそかに茶道の心得のある人が少なくないと聞きます。400 年以上も続く究極のおも

てなしの心として世界にも知られている茶道。その本質は、亭主（主催する人）が一期一会の精神で正客を 

おもてなしすることです。茶道の世界観に経営者としての道を求めるのは、ごく 

自然なことかもしれません。茶道の創始者ともいえる千利休が説いた茶道の在り 

方に「利休七則」があります。 

一則、茶は服のよきように点（た）て（相手の状況や気持ちを考えながら心を込 

めて茶を点て） 二則、炭は湯のわくように置き（的確に誠実に準備を行い） 

三則、夏は涼しく冬は暖かに（相手が心地良いと感じるようにもてなし） 

四則、花は野にあるように（本質を見極め） 五則、刻限は早めに（心にゆとりを持ち） 六則、降らずと

も雨の用意（万全に備え） 七則、相客に心せよ（お互いを尊重しあう） 

つまり利休七則とは人をもてなすときの心得です。今さらと思った人もいるでしょ 

うか。まさにそんな逸話があります。ある日、弟子が茶の湯の極意を求めてきたの 

で、千利休はこの七則で答えたそうです。すると弟子は「それくらいのことなら私 

もよく知っています」と言ったそうですが、それに対して千利休は「七則ができる 

なら、私はあなたの弟子になりましょう」と返したそうです。日本人は古来より 

「和の心」を大切にしてきました。けれど「相手のため」や「尊重しあう」といったことは、ただ自分を相

手に合わせていればいいというものではありません。例えば、炊きたての白いご飯、おみそ汁、お漬け物の

組み合わせはシンプルにしてある意味、最高のごちそうです。とはいえ、この３つを全て混ぜてしまったら、

それぞれの味も組み合わせのバランスも台無しです。ご飯はお茶わんに、おみそ汁はおわんに、お漬け物は

小鉢に入れて、それぞれの器がひとつのお膳に収まってこその「ごちそう」です。大上段に構えなくても、

身の回りに今すぐできる小さなことはありませんか。商売は「シンプルなごちそう」でありたいものですね。
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専門店ではパーテーションで区切られた席に自分専用の無煙ロースターが１台、好きな

メニューを好みのタイミングで焼いて食べるスタイルが好評です。水やおしぼりは席に

完備され、タッチパネルで注文し会計で席を立つまで約 30 分と人件費を抑えたファスト

フード店仕様ながら、肉の種類や鮮度はこだわるという緩急をつけた戦略で拡大中です。

家族や仲間たちとにぎやかに食べるのではなく、１人で焼肉を楽

しむ人が急増しています。近年、登場した「ひとり焼肉」の 

積み重ねてきた努力が

形となり得る物も大き

い好運月。確固たる地

位を築くためには、一

歩ずつ前進あるのみ！

良好な人間関係に支え

られてビジネスチャン

スに恵まれます。特に

遠方との取り引きに幸

運の兆しがあります。

新しいアイデアや企画

が認められて評価され

る運勢です。行動力を

発揮することでさらに

飛躍できるでしょう！

月の前半は変化が多く

て何かと振り回される

運勢ですが、月の後半

には予想外の良い出来

事が起こりそうです。


